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民間資金等活用事業推進委員会第３回総合部会議事次第 

 

        日  時： 平成 16 年２月 13 日（金）  10:00～12:00 

        場  所： 中央合同庁舎４号館共用第２特別会議室 

 

議 事 

 

（１） 民間事業者側からのヒアリング等 

・（社）日本経済団体連合会 

 （説明者）国土・都市政策委員会ＰＦＩ推進部会 小倉部会長 

                 産業本部 中山国土グループ長 

・（社）日本プロジェクト産業協議会 

 （説明者）次世代民活事業研究会 有岡主査 

                 樋野専務理事・事務局長 

                 業務第一部 野尻課長 

・川村専門委員（㈱みずほコーポレート銀行） 

・卯辰専門委員（㈱損害保険ジャパン） 

（２） その他 

 

出席者 

 

     【委員・専門委員】 

山内部会長、前田部会長代理、碓井委員、高橋委員、浜委員、 

卯辰専門委員、川村専門委員、中村専門委員、日高専門委員、宮本専門委員、 

山下専門委員 

 

【事務局】 

浅野間民間資金等活用事業推進室長、松田参事官、嶋田企画官、大塚参事官補佐、

富井参事官補佐、丹野参事官補佐 
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○山内部会長 おはようございます。ただいまから、民間資金活用事業推進委員会第３回

総合部会を開催いたします。 

 本日は、民間事業者側からのヒアリング等ということになってございまして、日本経済

団体連合会（日本経団連）、日本プロジェクト産業協議会（ＪＡＰＩＣ）、それから、川

村専門委員、卯辰専門委員より、ＰＦＩ事業に関する課題、問題点等についてご意見を賜

るということになっております。 

 効率的に議論を進めるために、説明に関しまして、まず経団連、ＪＡＰＩＣの順それぞ

れ 20 分程度お願いし、その後に、川村専門委員、卯辰専門委員から、それぞれ 15 分とい

うことでご説明いただきたいと思います。最後に、一括して議論を進めたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に経団連よりご説明をお願いいたします。 

○日本経団連 おはようございます。日本経団連ＰＦＩ推進部会の部会長をしております

小倉でございます。 

 本日は、ＰＦＩ推進委員会において、日本経団連のＰＦＩに対する取り組みをご説明す

る機会を設けていただきまして、誠にありがとうございます。 

 ご高承のとおり、かねてより日本経団連ではＰＦＩ事業の発展に対して大きな関心と期

待を持っており、ＰＦＩ法の制定が検討され始めた 1998 年９月、並びに、ＰＦＩ案件が増

大し、それに伴い問題点も明らかになってきた 2002 年６月に、それぞれ提言を取りまとめ

ております。そして、このたびＰＦＩ法が施行５年目の見直しを迎えるに当たりまして、

本日ご説明させていただきます「ＰＦＩの推進に関する第三次提言」を取りまとめた次第

でございます。 

 これから、具体的な内容につきましては、日本経団連ＰＦＩ推進部会事務局より説明し

ていただきますが、民間事業者にとりましては、これらの提言の実現が大きな助けとなり、

ひいてはＰＦＩ事業の一層の発展につながるものと考えております。何とぞご理解を賜り

ますようお願いいたします。 

○日本経団連 産業本部中山と申します。よろしくお願いをいたします。 

 説明に当たりましては、お手元に資料１ということで経団連提出資料とございますが、

一番後ろ側に概念図をつけておりますので、その図と、それから主といたしましては、お

手元にＡ４の横でお配りをしています「提言のポイント」と書いたものがございます。主

としてこちらをご覧いただきながら説明をお聞き取りいただければと思います。 
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 なお、ＰＦＩ法の見直しということなのですが、ＰＦＩ法そのものは基本概念をうたっ

た法律という側面が非常に強いということもありまして、ＰＦＩ事業の改善に当たっては

むしろ運用面に関するものも多くありますので、今般の提言では、ＰＦＩ法だけではなく

基本方針や各種ガイドラインも見直しの対象とさせていただいております。 

 それでは、ポイントの説明に移らせていただきます。 

 横長のものを１枚めくっていただきまして、まず、「サービスの提供を主眼としたＰＦ

Ｉの採用」ということです。 

 これまでのＰＦＩ事業は、施設等の建設、整備を主眼とするものが大半を占めておりま

したけれども、サービスの提供こそ、民間の創意工夫やノウハウが一番発揮できる部分で

あり、今後はサービスの提供に主眼を置いたＰＦＩ事業についても、積極的に取り組んで

いく必要があると思います。 

 サービスの提供に主眼を置いた案件もＰＦＩとして認定されるというのは、現在法解釈

で可能であると伺っております。現に、大阪府の八尾市の市立病院のように、サービスの

提供と運営の部分を民間事業者が手がけるＰＦＩも存在しているわけですけれども、この

点について、ＰＦＩ法上明確にすべきではないかと考えております。具体的には、ＰＦＩ

法第１条に、「公共サービスの提供」という文言を挿入することによって、サービスの提

供を主眼とする案件がＰＦＩ法の対象となる旨、明確にするということを提言させていた

だいております。 

 次が、民間の創意工夫を最大限発揮できるよう、ＰＦＩ法とガイドラインを整備してい

ただきたいという点です。ＰＦＩ事業において、民間の最新技術や創意工夫を最大限に発

揮できるようにするためには、性能発注を行うこととなりますけれども、性能発注によっ

て民間の自由な発想を求めるということは、同時に民間事業者に期待されているノウハウ、

創意工夫等について、公共側が明確なコンセプトを提示すること、これが不可欠となりま

す。 

 ＰＦＩ法第５条２項は、実施方針に掲げる事項を列記しておりますけれども、事業のコ

ンセプト、求められる創意工夫といったことについても、実施方針に具体的に明記するよ

う定めるべきではないかと思います。 

 また、ＰＦＩ法第３条に定める民間の創意工夫を具現化する上で、民間事業者による発

案を推進する必要があります。しかしながら、ＰＦＩ基本方針１－４－（２）は、民間事

業者発案のＰＦＩ事業に関しまして、管理者等が発案した場合と同じ手続に基づいて実施
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方針を策定する旨定めるのみで、民間事業者に対しまして事業の発案を促すインセンティ

ブにつきまして言及はされておりません。 

 ＰＦＩ事業の発案には、調査・立案段階で多大な費用がかかるため、何らかのインセン

ティブがない限り、民間事業者としてはなかなか発案しにくいというのが実情です。よっ

て、ＰＦＩ基本方針を改正いたしまして、民間事業者発案のＰＦＩに関しましては、当然

ながら手続の透明性ということは大前提になりますけれども、競争性を損なわない範囲で、

当該発案者にインセンティブを与えるような実施方針を策定するということを提案してお

ります。 

 次に、３点目といたしましては、入札手続についてでございますけれども、私どもはか

ねてより、第１段階で応札者を少数に絞りこみ、ショーリストを作成した上で優先交渉権

者を決定する多段階選抜と、それから、契約前の民間事業者と公共側との協議、さらには

入札後の契約書案の部分的修正の必要性について訴えてまいりました。 

 この点につきましては、昨年３月の関係省庁連絡会議幹事会申合せによりまして、政府

側の見解が明らかにされたところでございますけれども、この関係省庁申合せの内容が法

的に何らかの位置づけがつけられるように、改めてお願いを申し上げたいと思います。 

 入札手続に関しまして最も指摘したい点は、民間事業者にとっては入札書類作成の段階

で公共側が想定している事業の予算規模を把握できるということが大変重要になってまい

ります。公共側が想定している予算規模を把握できないまま提案をいたしまして、結果と

して予定価格をオーバーして、審査も受けられずに失格となるということになりますと、

提案準備のために費やした費用がすべてむだになってしまう。これは、１企業というより

は、こういうことがたくさん続けば社会的にもロスということになってくるのではないか

と思われます。 

 特にＰＦＩ事業につきましては、施設の設計のみならず、長期のサービス提供に関する

事項が含まれることが多くなりますので、多大な手間と費用がかかるということでござい

まして、また、想定されている予算規模が把握できないと、予定価格をオーバーすること

を恐れ、過度なコスト引き下げが行われて、かえってＰＦＩ事業の質の低下を招くという

可能性も否定できないのではないかと思います。 

 この点に関しまして、ＰＦＩ法第７条は、民間事業者を公募の方法等により選定すると

定めるのみで、その具体的方法については言及しておりません。事業の予算規模を念頭に

置いた入札書類の作成が可能となるよう、ＰＦＩ法第７条、ないしは「ＰＦＩ事業実施プ
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ロセスに関するガイドライン」の４－１に新たな項目を設定いたしまして、ＰＳＣ、ＶＦ

Ｍ、並びにその算定根拠の公表について明記すべきではないかと思います。 

 なお、地方自治体の一部では、公共事業の入札予定価格自体を試験的に公表しているケ

ースもありますので、この点に鑑みても、事業の予算規模が把握できるよう、適切な措置

をとることが重要であると考えます。 

 さらに、入札手続に関しましては、価格以外の要素に対する評価を重視していただきた

いという要望が、多くの民間事業者から寄せられております。ＰＦＩとは、まさに民間の

創意工夫を生かすことに意義があるということですので、価格を過度に重視する余り、独

創性、かつ良質な事業が採用されない、換言すれば、安かろう、悪かろうということにな

ってしまっては元も子もないのではないかと思います。もちろん、価格を完全に無視する

ということで、逆に高かろう、むだだろうとなっても問題ですけれども、特にサービスの

提供を主眼とする案件につきましては、価格もさることながら、サービスの質ということ

が重視されるべきであるということかと思います。 

 この点、「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」４－１－（３）－（１）は、

民間事業者選定に際しての評価項目、評価基準、配点等を明示するよう定めておりますけ

れども、価格以外の要素に十分配慮するよう明記すべきであると考えております。 

 さらに進んで、入札に際しましては、前回、東京都さんからの要望の中にもあったよう

でございますけれども、性能重視となるいわゆる加算方式を採用するとか、除算方式を採

用する場合でも、加点分の配点を高くすることといったことをガイドラインに具体的に記

載すべきではないかということで、提言をさせていただいております。 

 次に、４点目といたしましては、税制と補助金についてでございます。 

 税制につきましては、ＢＴＯ方式の場合には課されない固定資産税、都市計画税といっ

たものが、ＢＯＴ方式の場合は、一部の事業を除いて課されてしまうという問題がありま

す。 

 補助金についても同様に、ＢＯＴ方式の場合は交付されないケースが多いと聞いており

ます。民間の創意工夫が比較的発揮しやすいＢＯＴ方式の方が税制上不利になるというた

め、結果としてＶＦＭが低く算出されてしまうということは、決して望ましい事態ではな

いのではないかと思います。 

 この点に関しまして、ＰＦＩ法第 16 条は、必要な税制・補助金上の措置を講ずると定め

るにとどまっていますけれども、同 16 条を改正して、課税並びに補助金の中立性を確保し、
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事業形態によって税制・補助金上の措置に差異が生じてはならない旨の文言を追加すべき

であると考えております。 

 さらにより大きな課題は、税務処理上の取り扱いや補助金の有無が、ＰＦＩ事業の公募

時点において必ずしも明確化されていない場合が多いという点でございます。税務処理や

補助金の取り扱いは、民間事業者がＰＦＩ事業への参加を検討する際のコストの見積りを

大きく左右してしまいます。ひいては、入札価格に影響してくるということでございます。

民間事業者の公平、公正な競争条件の確保を図るとともに、民間事業者に過度なリスクを

負わすことのないよう、ＰＦＩ法第 16 条を改正いたしまして、事業の公募の段階で、前提

となる税や補助金に関する取り扱いを確定する旨、定める必要があるのではないかと思い

ます。 

 ５点目につきましては、公物管理に関することでございます。 

 まず、指定管理者制度についてでございますけれども、私どもは、指定管理者制度が導

入され、民間が公共施設の管理者となることが可能になった点、この点を高く評価してお

ります。今後は、指定管理者の指定手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、

その他必要な事項につきまして、条例等で明確にすることが重要になってくるのだろうと

思います。 

 また、公物管理に関しましては、これも前回の東京都さんの要望の中で同様のご指摘が

あったようでございますけれども、ＰＦＩの事業期間と、公共物の占用期間、これを一致

させる必要があるという点でございます。 

 ＰＦＩの事業期間中に公共物の占用期間が切れた場合、通常は占用許可がそのまま延長

されるということだということは承知しておりますけれども、一方、融資をいたします金

融機関から見ますと、事業期間と占用期間との不一致というのはリスク要因ということに

なります。 

 民間事業者やサービス料を支払う公共側にとっても、事業期間と占用期間との不一致が

あるというだけで、融資条件が不利になるということになりますと、これはお互いに回避

した方がいいという感じをお持ちになっているのではないか。公共側もお持ちになってい

るのではないかという気がいたします。 

 ７番目といたしましては、ＰＦＩ事業に付帯する民間収益施設の取り扱いについてでご

ざいます。ここにつきましても、改正の余地があるのではないかということでございます。 

 ＰＦＩ法第 11 条の２は、行政財産たる土地を当該選定事業者に貸し付けることができる



 7 

旨、定めておりますけれども、換言をいたしますと、当該ＰＦＩを運営するＳＰＣのみが

借地権を取得できるということでございますので、ＰＦＩ事業に合築されました民間収益

部分を第三者に転売するということが不可能となっております。 

 そもそも付帯民間収益施設が当初の目的を達成しているのであれば、その所有者がだれ

であるかということは、本質的な問題ではありません。もちろん素姓の知れない第三者が

所有権を得ることを防止する必要はありますけれども、それは別途ルールを設けておけば

対応可能なことだと思います。民間収益施設の第三者への売却が可能となれば、証券化と

いった手法も含めて、ＳＰＣによる投下資本の回収が容易となりますし、事業形態の多角

化という可能性もより広がってくるかと思います。 

 何らかの理由で、どうしても民間収益施設の転売を禁じざるを得ないという場合は、実

施方針にその旨を明記した上で事業者を募集して、契約で定めれば足りるのではないかと

思います。その意味でも、民間収益施設の転売を事実上禁止しているＰＦＩ法上の規制を

緩和しても、問題はないのではないかと思います。 

 また、ＰＦＩ法第 11 条の２の第３項は、選定事業終了後においても、選定事業者が引き

続き付帯民間収益施設部分を所有し続けようとする場合においては、引き続き土地を貸し

続けることができるということになっております。しかしながら、問題は、選定事業終了

ということが事業契約解除時を含むのか否かという点が明らかではないということでござ

いまして、仮に民間事業者の責任、民間事業者の帰責で契約解除になった場合、当該民間

事業者は付帯民間収益部分についても借地権を失い、収益事業の継続が不可能となるとい

う恐れがあり得ると思います。 

 そもそも付帯民間収益部分につきましては、公共側の要求事項に反しない限り、その運

営を妨げる合理性はなく、選定事業終了というところの解釈に、事業契約解除時も含む旨、

明確化すべきではないかと思います。 

 最後になりますけれども、ＰＦＩの契約の締結についてでございますが、ＰＦＩの場合、

公共サービスの長期提供という観点から、将来生じ得る事項への対処方法は、契約上事前

に取り決める必要があるということでございます。 

 しかしながら、公共側には契約によって将来の議会を拘束できないという考えのもとに、

ＰＦＩ契約の解除等に伴う補償支払い等につきましては、新たな債務負担行為であって、

改めて議会の議決を経なくてはならないという考え方があるようでございます。しかし、

精算行為自体が契約上の支払い負担であることに鑑みますと、補償等の契約上当然履行さ
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れるべき義務は、当初の債務負担行為に含まれると解するのが妥当ではないかと思います。 

 たしかに補償等は、あらかじめ金額を設定することができないというため、当初の債務

負担行為に含めることは困難であるというのも、１つの考え方としてはあるかもしれませ

ん。しかし、地方自治法施行規則は、債務負担行為の設定に際しまして、必ずしも金額表

示を義務づけているわけではないので、補償等を当初の債務負担行為に含めておくことは

可能ではないかと考えます。これらの点につきまして、契約ガイドラインにおいて明確に

しておくべきではないかと思います。 

 このほか、ＰＦＩ事業の安定的継続の観点からは、民間事業者に債務不履行が発生して

も、その事実をもって事業契約等の終了事由とはせず、融資金融機関が介入することで事

業の継続を図る、ステップインなど、ＰＦＩ事業の円滑な運営のために必要な事項を契約

上明記しておくことが重要ではないかと思います。 

 ステップインにつきましては、契約ガイドラインにも記載がございますけれども、さら

に踏み込んで、あらかじめステップイン時の取り扱いを契約上明記しておけば、改めて議

会の議決を経る必要はない、それから、地位譲渡によって契約上の権利義務が変更されな

い限りは、代替事業者の入札も不要であるといった旨、明記すべきではないかと考えます。 

 以上、経団連の要望ということで、何点か論点を挙げさせていただきましたけれども、

私どもとしては、提言内容、ＰＦＩ法並びに基本方針、各種ガイドラインという見直しの

中で反映させていただければ大変ありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

○山内部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きましてＪＡＰＩＣの方からご説明をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○ＪＡＰＩＣ 日本プロジェクト産業協議会でございます。ＪＡＰＩＣは、各種産業界の

横断的な、いわば業際的な民間団体といたしまして、1975 年の設立当初より、主として社

会資本整備、広義の公共政策と言ってもよろしいかと思いますけれども、特に民活を重視

する立場より、多面的な調査、展延活動を行っております。 

 こうした経緯を踏まえまして、ＰＦＩにつきましても、いち早く平成９年に、次世代民

活事業研究会を発足させまして、主として民間事業者の実務的視点より、例えばＬＲＴ、

それから道路、庁舎あるいは駐車場と民間施設の合築、あるいは廃棄物処理、最近は公共

病院等、具体的な事例に即した研究を行ってまいりました。 
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 また、お手元に黄色い報告書をお配りしていると思いますが、昨年秋には、ＰＦＩ実施

案件の実態調査を公表しております。今回の法制度運用等の見直しにつきましても、プロ

セスごと、あるいは時系列的に課題を抽出いたしましたこの実態調査を踏まえたものとご

理解いただきたいと思います。 

 それでは、研究会の有岡主査より説明に入らせていただきます。 

○ＪＡＰＩＣ 次世代民活事業研究会の主査をしております有岡でございます。 

 今、樋野専務からお話がありましたように、我々としましては、これまで約６年、足か

け７年にわたってＰＦＩについての議論を重ねてまいりました。今お話がありましたよう

に黄色い資料、約 90 件のＰＦＩの案件について、 200 項目を超える項目について詳細な調

査を行った結果でございますが、それをベースに、民間企業の団体等の方々、コンサルタ

ント、あるいは金融機関の方々と昨年の８月から、ちょうどＰＦＩ法施行５年目見直しに

もかかわって、私的な研究会でも議論を重ねてまいりました。そういった結果を総合して、

本日、ＪＡＰＩＣとしての考え方、あるいは提言としてご説明をしたいと思います。 

 お手元の資料が幾つかございまして、黄色い添付資料は別にいたしまして、１つはＡ４

で、「ＰＦＩ法改正等、ＰＦＩの発展に向けた法制度等の改正についての提言」という 14

ページからなる書類と、添付資料ということでＡ３の資料が２つついております。あと、

それ以外に、本日の説明資料として、「ＰＦＩ主要項目と見直し関連法制度連関図」とい

うことで、今日はこの黄色い本以外の３つの資料を使って、ご説明をしたいと思います。 

 まず、Ａ３の添付資料を見ていただきたいのですが、１ページあけていただきますと、

「ＰＦＩに関する法制度改革検討事項一覧表」ということで、左側に番号がついておりま

すが、全部で 19 ページにわたって 56 項目について、改善にかかわる事項が記載をされて

おります。それは、改善内容だけではなくて、課題、要望事項、どういう対応をすればい

いのか、あるいは先ほどの案件資料等の数字等も含めた補足事項等を、項目ごとに議論を

いたしまして、それらを整理しております。 

 特にこの左側のナンバーは、後でお話ししますすべての資料に関わりが出てくる非常に

重要な数字でございますが、これをもとにお手元の資料のＡ４の方の提言資料でご説明を

したいと思います。 

 表紙をめくっていただいて、目次がございますが、２と３という大きな切り口で取りま

とめております。先ほどお話ししましたＡ３の 56 項目の資料を８つの大きな項目に再編を

いたしまして、主要項目について、どういう課題があって、それについてどうしていった
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らいいという説明の切り口と、今１つは、それらの対応が、例えば法に関するものなのか、

基本方針に関するものか、ガイドラインに関するものかといった、いわゆる横軸に切った

ような側面と、２つの視点、切り口で議論を進めております。 

 本日は、対応レベルについての提言が主になろうかと思いますが、２ページを見ていた

だきますと、２のところの書き方といたしましては、先ほど申し上げましたようなＡ３の

資料に基づいて、主要な項目を引き出しまして、それについて、どういう問題があって、

どう対応していくべきか議論しております。 

 例えば、ＰＦＩの適用分野、あるいは範囲の拡大という大きな項目に対しまして、①か

ら④の４つの項目について議論をしておりまして、その１つはＰＦＩの適用分野･範囲の拡

大ということで、より広い事業分野に適用できるように、法の改正、あるいは基本方針等

の見直しということで、先ほど経団連さんの方からも話がありましたように、施設整備を

伴わないものも含めて、公共サービス全般を適用範囲とするような形での改正をしてほし

いという記述でございます。 

 また、②の方は、ユニバーサルテスティング的な方法の導入ということで、そういった

仕組みを導入することによって、さまざまな公共事業についての適・不適、あるいは、も

しＰＦＩで行うとすると、どういう点が障害事項になるのだといったような問題点の把握

をするためにも、ユニバーサルテスティング的な議論が必要ではないかということが記載

をされております。 

 そういった形で８ページまで記載をされておりますので、ぜひ一度目を通していただき

たいと思いますが、本日の主題でございます改善要望点とその対応のレベルということで、

９ページを見ていただきたいわけでありますが、その前に、冒頭にご説明しました資料の

うちの連関図（追加提出資料）を見ていただきたいわけでありますが、縦軸に、２のとこ

ろでお話をしております合計８つの主要項目がございまして、それぞれに関連するさまざ

まな課題、あるいは対応事項を横軸で、法の改正、基本方針、ガイドライン、その他の法

制度、及び検討が必要な事項ということで、５つの大きな切り口で整理をしております。 

 ガイドライン部分が非常に多くなっておりますが、これにつきましては、先ほども経団

連さんが話されましたように、我々実務レベルから、現実にＰＦＩに携わっていて出てく

るさまざまな問題、あいまいな問題、不明確な問題等を、この機会にもう一度ぜひ見直し

ていただきたいという思いがその辺にこもっているということでございます。 

 網かけをしている部分は、経団連さんが先ほどお話しされたことにつきまして重複する



 11

ことになりますので、それらについては今回の説明から省略したいことと、全部で 56 ある

項目をすべてお話しする時間もございませんので、主としてアンダーラインを引いている

部分につきまして、お話をさせていただきたいということで、もう一度、提言書の９ペー

ジに戻っていただきたいと思います。 

 先ほど申し忘れましたが、それぞれの文章の中にときどき右肩に数字が片括弧書きでご

ざいますが、これは、それぞれの項目に関連をする、先ほどのＡ３の詳しい説明資料に対

応しております。それらをすべてここで文章化しますとものすごい量になりますから、こ

この部分では要約をしておりますが、詳細についてはＡ３の資料をぜひ後で参考にしてい

ただきたいということでございます。 

 まず、ＰＦＩ法に関連する事項ということで３点を挙げております。 

 第１点は、先ほど２のところでも少し触れましたが、事業範囲の拡張に関して、ＰＦＩ

法の２条を改正願いたいということであります。 

 先ほど経団連さんの方は、これに関連して１条にサービス提供全般という形でというお

話でございましたが、いわゆるＩＴ関係等は、公共施設、いわゆる建設物というよりは施

設に、設備に近いということもございますので、我々の方は２条のところに、改善とか、

あるいは設備いったことを加えて、これはアンド・オアをどう結ぶかということで変わっ

てくるのかもしれませんが、要は建設そのものを含まない、サービス等も含めてというこ

とをご理解いただいて、法について、１条もしくは２条をご検討いただければということ

でございます。 

 ２番目の行政財産の貸付につきましても、これは先ほど話がございましたが、私どもの

方は、基本方針の４のところに、いわゆる公共事業のＳＰＣとは別に、付帯事業について

のＳＰＣを設立することを検討願えないかということです。もしそれがオーケーであれば、

選定事業者の中に、いわゆる民間収益事業のために設立したＳＰＣも含めて、いわゆる行

政財産についての権利を例えばＰＦＩ事業が不規則終了した後も継続できるということを

加えたいということが、２点目でございます。 

 ３点目は蛇足的ですが、ＰＦＩ法の付則に、今５年後ということになっておりますが、

これを例えば３年後という形でさらに時限を設定し継続してもらいたい、再継してもらい

たいということが３点目でございます。 

 ＰＦＩ法に関することは以上３点でございますが、次に、基本方針に関連する事項とし

て幾つかお話をしたいと思います。 



 12

 まず、ユニバーサルテスティング的な方法の導入、これにつきましては、先ほど２．検

討結果の概要のところでお話をしたとおりでございます。ぜひそういったものの考え方を

基本方針に導入をしていただきたいということでございますが、２、３、それと今少し触

れました４につきましては、日本経団連さんと重複する部分になりますので、省略をさせ

ていただきます。 

 ５と６につきましては、この委員会もそうでございますし、ＰＦＩ法そのものが主とし

て国の案件ということでございますが、実態は地方自治体のものが圧倒的に多うございま

すので、地方自治体がこれからＰＦＩをさらに普及していくためにやっていただきたいこ

とを、基本方針として、関連する項目のところに付加をお願いしたいと同時に、本推進委

員会につきましても、地方自治体がやるＰＦＩの普及のために、ぜひとも積極的な活動を

お願いしたいということが、５、６でございます。 

 ７番目は、ＰＦＩ事業に臨むに当たっての基本的な考え方ということで、もちろん基本

方針の前書き部分に、公共性原則、民間経営資源活用原則等が記載されておりますが、さ

らに、いわゆる官民対等の認識、対話といったことあるいは民間資金を活用するためには、

市場というものが非常に重要であるといったこと、それを考慮してＰＦＩ事業の事業化に

当たるというようなことを、基本方針の前書き部分に記載願えればということが７番目で

ございます。 

 ８番目は、ＰＦＩ推進委員会の役割をぜひ強化願いたいということで、我々が直面して

おります、バリュー・フォー・マネーの算出検討に当たってのリスクの評価やあるいはＰ

ＳＣの評価等々について、これらはこれから積み上がっていくデータというものがベース

になっていくと思います。そういったことも含めて、この推進委員会が前面に出ていただ

いて、積極的な活動をお願いしたいということ、それをできれば基本方針に記載をいただ

けないかということでございます。 

 以上、８点、基本方針にかかわることをお願いをした後、ガイドラインに関することに

つきましても、非常に多うございますので幾つかお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、ＪＡＰＩＣとして強調しております官民対話の関連でございますが、「ＰＦＩ事

業実施プロセスに関するガイドライン」にも、官側からの実施方針の提示時期に合わせた

早期の契約書案、あるいは条件規定書の提示等の記載をされておりますが、例だけではな

くて、そこに書いておりますように、可能性調査の段階から、契約締結に至る全プロセス

において、それぞれ官と民がどういうかかわりを持っていくべきなのかということを系統
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的にご議論願いたいということで、これにつきましては、Ａ３の資料の一番最後にフロー

チャートを記載しております。添付資料２「ＰＦＩにおける官民対話スケジュール」とい

うことでございますが、ステージとして、可能性調査から事業者の選定までの幾つかの段

階において、官側、民間側がそれぞれ意見を交換しながら、対話をしながら契約にまで持

っていく、そういう仕組みでございます。 

 例えば、実施方針のところにも書いてございますが、要求水準書、あるいは契約書案が、

想定価格や予算規模なども含めて公表されたものに対して、民間が意見を言い、それを受

けて、要求水準その他に反映をされるということが、流れとして明確に理解できるような

記述をお願いしたいということが、ガイドラインの１番目の官民対話の関連でございます。 

 ２の透明性、公平性の確保については省略いたしますが、次の 11 ページ、３のバリュ

ー・フォー・マネーの算定精度の向上と透明性の高い公表の関連ということでございます。 

 バリュー・フォー・マネーの算定に含まれます間接コスト、リスクの定量化、あるいは

同一サービス水準の場合の前提など、「ＶＦＭに関するガイドライン」に記載があるわけ

でございますが、この記載はまだＰＦＩをやる前につくられた記載でございますので、そ

の後、実際にＰＦＩをやっている過程の中でどんどんいろいろな形での問題も具現化して

きております。そういったことも含めて、非常に重要な項目でございますので、それを徹

底する形での記載をお願いしたいということと、先ほども経団連さんの話がありましたよ

うに、バリュー・フォー・マネーの公表につきましては、金額表示として算出に当たって

の前提、精度、これは我々がその事業に関心を示すか示さないかという場合に非常に重要

な１つの指標になる数字でございますので、それらが確実に公表されるように記載をお願

いしたいということでございます。 

 ４．ＰＦＩの応募負荷軽減の関連の提言、あるいは５．審査の妥当性の向上の関連の提

言につきましては、そこに記載しているとおりでございます。 

 ６番の契約書案の変更など入札方式についての関連ということですが、これも先ほどお

話がありましたように、関係省庁の申合せで止めないで、申合せが出ているわけでありま

すから、それをできるだけ早い時期にガイドライン等に反映をしていただければと考えま

す。 

 それから、②の予定価格の公表、これも先ほど話がございましたが、現在、予定価格と

してＰＳＣなのか、ＰＦＩのＬＣＣなのか分からないというケースもございまして、我々

がそこからどのぐらいコストダウンをすればいいのだというような議論に、非常に重要な
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ことが記載されていないケースが非常に多うございます。質問を投げかけても出ないとい

うこともあったりしますので、ぜひこの点についてはよろしくお願いしたいと思います。 

 次の 12 ページに、民間資金の調達の円滑化ということで、１つはＳＰＣの株式譲渡につ

いての記述、これを「認める」と書いております。どちらかといいますと、むしろ「促

す」というぐらいのことでガイドラインに明記をお願いしたいわけでありますが、これか

らどんどんＰＦＩが増えてまいりますと、固定の資本の投入が多分限界になろうかと思い

ますので早い時期に、優良な案件についてはファイナンスが流動化する仕組みとしてぜひ

必要でございますし、それと関連して、②のところのペナルティに対する施設整備相当の

サービス対価との相殺をやりますと、既にでき上がった施設を１つの担保として認識をし

ている金融機関にとっては非常に大きなリスクになりますので、スプレッド等に影響も与

えると同時に、ボンド等直接金融化にも影響が出ようかと思いますので、その辺、「契約

に関するガイドライン」についての議論をお願いしたいということでございます。 

 あと、今項目に挙げた事項の他にも重要なものもございますが、ここでは省略いたしま

すので、ぜひまた一度ご議論いただければと思います。 

 最後 13 ページのところに関連する法制度につきまして５点挙げてございますが、これら

についてはいずれもその次の（５）のその他取り組みが必要と思われる事項、例えば、各

所で触れてきた関連項目を含めて、ＰＦＩにふさわしい入札方法についての総合的な検討、

当然それには会計法等さまざまな問題がかかわってまいります。 

 最後に、「おわりに」ということで、我々ＪＡＰＩＣといたしましても、そこに書いて

いますようなキーワードをベースに、さらなる議論を進めていくつもりでございますが、

この機会に１点だけお願いしたいのですが、我々民間事業者といたしましては、これまで

汗と知恵と、そして勉強代といいますか、リスクマネーを振り絞って頑張ってきたわけで

あります。そのような中で、特に次世代を担う若い人が、本当に情熱を傾けておられると

身をもって感じているわけでありますが、その若い人たちの情熱は、ＰＦＩというものが

今後の公共事業のあり方として、さらなる発展を期待しているということにほかならない

と思います。 

 今回の議論は、どちらかと言いますと地方自治体での我々の実施に対する経験がベース

になっており、随所に地方自治体という言葉が出てまいりますが、委員会は、自治体が関

係ないというような形で門前払いされることなく、ぜひ真摯な議論を願いたいとお願いし

ておきます。 
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 以上です。 

○山内部会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、川村専門委員からご説明をお願いいたします。 

○川村専門委員 みずほコーポレート銀行プロジェクトファイナンス部の部長の川村でご

ざいます。 

 本日は、私どもの方から、ＰＦＩ事業推進に当たりまして、金融の現場、特にＰＦＩ事

業融資のリスクテイク、あるいはリスク分析等の現場で日ごろ直面しております幾つかの

問題点について、ご報告をさせていただきます。 

 いろいろ制度的な細かな問題につきましては、経団連さん、あるいはＪＡＰＩＣさんに、

我々の方もいろいろお願いしており、また、お話しさせていただいておりまして、もう既

に指摘されておりますので、日常の私ども民間金融機関の目線でご報告させていただきた

いと思っております。 

 まず、ＰＦＩ事業における私ども民間金融機関の位置づけ並びに役割期待について、私

ども自身としてはどう考えておるかという点についてでございますけれども、３ページの

資料１の簡略化した図をごらんいただければと思います。 

 プライベート・ファイナンス・イニシアティブ、ＰＦＩという名前が示しますとおり、

金融機関は、事業の発注、サービスの購入者でいらっしゃる公共、並びに事業の運営者で

あるＳＰＣ、プロジェクトカンパニーと並んで、ＰＦＩ事業を構成いたします重要な当事

者の１つ認識しております。 

 ＰＦＩ事業への参画におきまして、私ども金融機関に期待されている役割は、当然なが

らＰＦＩ事業への民間資金の供給、すなわち融資ということでありますけれども、ＰＦＩ

事業融資の場合、従来型のいわゆる政府や地方公共団体さんへの資金供給、あるいは民間

企業さんへのコーポレートベースのお貸し出しとは異なりまして、いわゆる当該ＰＦＩ事

業単体の事業リスク、そこから生じるキャッシュフローに依拠して行われる融資、いわゆ

るプロジェクトファイナンスベースで行われている関係から、融資の元利金の安全性確保

のために、民間金融機関としてさまざまな仕組みづくりを厳格に行うことが、ＰＦＩ事業

を守るという観点で、大きな役割、期待となっております。 

 金融機関のこうした対応は、公共と民間のＰＦＩ事業者の間に立ちまして、いわばある

意味で中立的な立場で、民間事業者のＰＦＩ事業における「いきすぎたリスクテイク」を

抑制したり、あるいは公共サイドに必要なリスクの負担をお願いするということによりま
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して、ＰＦＩ事業自体の安定的な継続性に寄与して参ります。結果として、公共にとって

もメリットにつながるものと認識しております。 

 ４ページの資料２-１の方で、ＰＦＩ事業のファイナンス組成のプロセスについて簡単に

お示ししております。 

 一般的なケースでは、アレンジャーと呼ばれる融資金融機関の中の幹事銀行が、通常Ｐ

ＦＩ事業の入札後、優先交渉権を獲得した事業者によって選定されて、ファイナンスの組

成を行っていくというプロセスをとっております。 

 選定されたアレンジャー、すなわち幹事銀行は、まず、事業契約に基づきまして、仮想

キャッシュフローモデルを作成し、それに基づいていろいろなストレスケースを検証しな

がら、融資金融機関としての立場から、事業の経済性、採算、それから、事業が内包する

さまざまなリスクを分析、検証してみまして、それをどのように極小化するか、ファイナ

ンスのプランをつくります。 

 具体的には、プロジェクトカンパニーが一括で請け負った各業務を、だれがどのように

遂行していくか、各契約関係を通じて、齟齬のないようにきめ細かく取り決めて頂けるよ

うに、私どもが精査を行って参ります。 

 こうして取り決めた詳細な事業構造に基づきまして、さまざまな融資条件を、後で述べ

ますようなシンジケーションローンのマーケットの状況を見ながら決めていくと、こうい

った流れで作業をいたしております。 

 このようにＰＦＩ事業融資は、金融機関にとっては極めてケース・バイ・ケース、かつ

関係当事者と議論、交渉を重ねながら組成していくという、非常に時間のかかる、手づく

り金融ということで、具体的に言えば、なかなか融資の検討を開始した段階では、先に述

べた事業構造が固まっておりませんので、融資条件も明確には定められないわけでござい

ます。 

 極端な例では、事業契約の骨子が固まった後で、プロジェクトカンパニーが負う事業リ

スクが、金融機関の目から見て大きすぎて、いわゆるプロジェクトファイナンスベースで

は融資できないというような、経済的に余りよくないＰＦＩ事業というケースも出てきて

いる、あるいは出てくる可能性があるという懸念をいたしております。 

 また、昨今、入札時点で金融機関に融資確約書が求められるというケースも見受けられ

ますけれども、今までご説明したようなプロセスを踏まえて頂ければ、入札時点での融資

確約は基本的にあり得ないということはご理解いただけようかと思っております。入札段



 17

階で、特に金融機関からの関心表明書よりも融資確約書の方を高く評価するとか、そうい

うプラクティスがあるとすれば、これ自身は必ずしもよいＰＦＩ事業提案を選ぶことには

なっていないのではないかと考えております。 

 こうしたことから、既に経団連さん、ＪＡＰＩＣさんの方でもご指摘になっております

ように、入札の極力早い段階から融資金融機関もＰＦＩ事業に関与させていただいた方が、

よりスムーズで良質なＰＦＩ事業のファイナンスが達成されると考えております。その意

味で、多段階選抜方式、あるいは入札前協議の導入は非常に有意義だろうと、金融機関と

しては考えております。 

 もちろん、１次選抜が単なる資格審査になってしまったのでは全く意味がなくて、お願

いしているとおり、１次選抜以降、最終審査に至るまで、いかに有意義な、金融機関も含

めた民間と公共側の話し合いが行われるかというのが肝要な点であると考えております。 

 続きまして、６ページのＰＦＩ事業における官民のリスク分担にかかわる事項の中で、

もう既に幾つか指摘されていますから、私の方からは２点だけ申し上げたく存じます。 

 まず第１点は、金利固定化時期の重要性の問題でございます。 

 金融実務の観点から申せば、スワップも融資と同様与信行為でありますので、金利を固

定化するためのスワップも融資と同様、スワップや融資の対象となるＳＰＣ、あるいはプ

ロジェクトカンパニーが設立されていることが、与信の大前提ということになります。こ

の意味で、プロジェクトカンパニーが設立すらされていない、入札時固定金利というのを

入札条件とするのは、はなはだ金融実務を逸脱するものと考えております。 

 意外と入札時に固定金利を要求するケースが多い、あるいは多かったので、正直言って

困惑しておりましたけれども、これが定着しますと、運営がスタートする時点では、高騰

した金利のために金融上は破綻しているというようなＰＦＩ事業、あるいはプロジェクト

が発生するという事態も、起こりかねないと危惧しております。 

 また、もう少し厳密に言いますと、ただ、ＳＰＣ、プロジェクトカンパニーが設立され

ていればいいということではなくて、そもそもＳＰＣ、プロジェクトカンパニーがどのよ

うな事業を行って、どのような権限を持ち、義務を負うかということが事業契約を通じて

確定していないと、金融機関としては与信判断が当然できないわけで、こうした観点から、

固定金利化の時期は、公共とＳＰＣの間でそれらが確定する、事業契約締結時以降に設定

されるべきだと考えております。 

 この点を踏まえて頂いた上で、公共による基準金利を金融機関融資と極力同一時期に設
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定していただくことが、より健全なＰＦＩ事業遂行の観点からは重要ではないかと考えて

おります。 

 それから、これは一般的な話なのですが、ＰＦＩ事業におけるマーケットリスクの問題

について、少しご報告させていただきたいと思います。 

 最近、付帯事業からさらに踏み込んだ完全独立採算型のＰＦＩ事業が見受けられますが、

考え方をしっかりと整理しておきませんと、事業破綻の可能性が非常に大きいと金融機関

としては見ております。 

 独立採算型事業というのは、申すまでもなく利用者からの収入により事業をたちいかせ

るということが発想の原点となっておりますけれども、例えば市民の福祉、福利厚生文化

施設であれば、市民の皆さんから徴収する利用料金の設定の仕方、あるいは一体どれだけ

皆さんが利用してくれるのかということがポイントですし、まだ日本ではございませんけ

れども、道路や鉄道といった交通インフラものであれば、通行料金や運賃のレベル、ある

いはどれだけまた同じようにユーザーが来るのかという問題、さらには近隣の代替交通路

線との競合の問題なども勘案する必要がございます。 

 こうした独立採算事業では、本来業務を遂行する事業者がどれほど経験ノウハウがある

か、金融機関の目から見て、そうした経験ノウハウを発揮する可能性、経営の自由度がど

のくらいあるかというのが、１つの大きなリスク判断のポイントになるのですけれども、

このあたりを詳細に事業者さんご自身、あるいは金融機関としても分析をしていながらも、

過去の海外での事例ですと、思わぬ見通しの狂いが生じることもございます。 

 ひるがえって、ＰＦＩ事業について見ますと、あらかじめ公共側の方から指定された場

所で、かつ事業を営む料金設定についても、完全な自由裁量が認められているわけではご

ざいませんので、民間事業よりも事業者にとってより厳しいリスク負担になることが想定

されます。 

 公共にとって、ＰＦＩ事業は、国民あるいは住民のためにつぶしてはならない、安定供

給して行うべき事業であるとするならば、ＰＦＩ事業を初めから独立採算型とするという

のは得策ではないと考えております。 

 こうしたマーケットリスクに対処するために、金融上の工夫としては、例えば事業収益

の下振れリスクを補うための手厚い補助金、あるいはエクイティを事業者から出していた

だく。さらには、プロジェクトスポンサーからのキャッシュフロー、デフィシエンシーサ

ポートと言われる一種の保証、あるいは、一定の水準の収益が継続的に上がるまで、プロ
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ジェクトスポンサーから保証をそのままとっておくというような、さまざまな経済性安定

化措置を講じることとなります。具体的にそういった事例が出て来た場合には、こういっ

た措置が必要となってまいりますし、公共側、並びに民間事業者さんにとってもかなり負

担が大きく、事業が頓挫するリスクも大きなものになるという点はご勘案いただきたいと

思います。 

 最後に、民間金融機関から見ましたＰＦＩ事業についての今後の課題について、２点だ

けご報告させていただきます。 

 まず第１点は、ＰＦＩ事業融資の拡大に伴いまして、参加金融機関の裾野の拡大という

のが私どもの大きな課題の一つと認識しております。 

 一般のコーポレート与信、公共向けの与信と比べまして、ＰＦＩ事業融資は金融機関に

とって、基本的に期間が 10 年を超えるという超長期の貸し出しでありまして、またリスク

も相応に高いということでありますから、ＰＦＩ事業の件数、金額が増えてきた場合、個

別金融機関としては、ポートフォリオリスク分散の観点から、シンジケーションマーケッ

トを使ったり、一般投資家に売却したりということで、リスクの分散が必要になってまい

ります。 

 これを進める上で、銀行の立場から言いますと、ＰＦＩ事業融資は、融資にかなり時間

を要する手づくり金融であることから、参加金融機関の意向等、事前にいろいろと汲み上

げておく必要があります。また、一般の投資家が参加してくるということが、ＰＦＩ事業

のリスク、並びに融資条件が金融市場で受け入れられたという、１つのマーケットテスト

になるということでございますので、この辺が円滑に、幅広い金融機関と情報交換をでき

るような形で、幹事金融機関も活動できるように、先ほど申し上げたとおり早い段階から

のＰＦＩ事業への参画というものが必要になってくると考えております。 

 まだ日本国内では必ずしもＰＦＩ事業融資のノウハウや手法について、幅広く金融機関

や投資家にご理解していただいているということではございませんので、この辺の啓蒙も、

私ども自身も行っておりますけれども、何らかの形での公的支援も必要と考えております。 

 それから、第２点は、リスクマネーの導入促進という観点で、同じようにＰＦＩ事業、

案件数の増加とともに、そもそも事業が入札形態であるということから、入札される民間

事業者さんはかなりエネルギーが集中しづらい状況のようで、落札件数が増えていった場

合、投下資本も増えてくるということで、同じように一極集中ではなく、分散投資するポ

ートフォリオ安定化の観点からの管理が必要になってくることが、いずれ予想されます。 
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 その中で、いわゆるＳＰＣの株式譲渡の問題などを制度的に整えていただきながら、リ

スクマネーを投下してくれる投資家層を、どんどん発掘していくことができるスキーム、

市場、あるいは法制度等を整備していく必要があると考えております。 

 以上が雑駁ではございますが、私ども金融の視点から、現場で日ごろ直面しておる問題

意識でございます。 

○山内部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に卯辰専門委員よりご説明をお願いいたします。 

○卯辰専門委員 損害保険ジャパンの卯辰です。 

 今日は、保険会社といたしまして、ＰＦＩの推進のために当事者のリスク分担に保険は

どのような機能を果たせるか、そしてまた、限界がどういうところにあるのかという視点

からご報告をしたいと思います。 

 今回の部会において、先ほどから出ておりますけれども、今後、運営主体のＰＦＩが増

えてくる、そしてまた重要になってくるといったときには、選定事業者における個別のリ

スクということが極めて重要なポイントになってまいります。従いまして、個別のリスク

評価、あるいはリスクの転嫁のあり方、こういうものがかなり重要になってまいります。

これは今後深めていかなければならない問題だとは思っておりますが、本日は、公共側と

事業者側が、現状においてどのような形でリスクの分担を、適切かつ合理的に行い得るの

か。ＰＦＩも進展してまいりましたので、かなり認識の一致はできつつありますけれども、

一部認識のギャップがあるところがあるのではないかというところをご報告したいと思い

ます。 

 この問題につきましては、「リスク分担に関するガイドライン」、及び「契約に関する

ガイドライン」において、ある程度の問題の整理はされております。そこを基本として、

より具体的な側面の中で問題を提起させていただきたいと思います。 

 それでは、お手元の資料をご参照していただきたいと思いますが、時間も非常に限られ

ておりますので、ポイントのみご報告したいと思います。 

 まず、１ページですが、時系列で見た場合に、保険はどのような形でかかわっていくの

かというところを整理したものでございます。 

 上の方については、ＰＦＩ事業契約において付随する契約がある。それに対して、下の

方に、それに対応する代表的な保険ということで出ております。履行保証保険、工事保険、

請負賠償責任保険、火災保険、そして運営期間中の賠償責任保険、等があります。ポイン
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トといたしましては、運営段階におきまして、それぞれの保険の契約期間が出ております

けれども、基本的には長期にわたる事業期間があるわけですが、保険の契約期間といたし

ましては１年間の更新というのが原則になっております。 

 続きまして、２ページ以降を見ていただきたいのですけれども、官民のリスク分担と対

応する保険というところです。幾つかリスクが細分されておりますが、その中で、第三者

賠償について保険での対応として、賠償責任保険があるということがわかると思います。 

 続きまして、３ページですが、建設段階におきましても、不可抗力以降、リスクの分担

がございますけれども、若干この表と対応しないところがありますので補足させていただ

きます。建設段階の不可抗力というところで、天災・暴動等による工事の変更・中止・延

期というのがリスクの内容として出ておりますが、一部不可抗力による物的損傷が生じた

場合、４ページに書いてございますけれども、建設段階における一般的損害のところに、

保険としては建設工事保険、あるいはいろいろと工事保険があります。一部不可抗力リス

クによる物的損傷についても、こういう保険で担保できることになろうかと思います。 

 それから、維持管理・運営期間でございますけれども、施設等の損傷については民間の

損害保険、あるいは共済、あとで述べますけれども、これを賠償責任構成で持っていくと

いうやり方が考えられます。 

 ここでも、天災・暴動等による維持管理・運営の変更・中止・延期、といったリスクの

内容が出ておりますが、こういう事由によりまして物的損傷が生じた場合、地震等は問題

がありますけれども、不可抗力リスクの一部について生じた物的損傷は、担保できるとい

うことになろうかと思います。 

 ここで整理いたしますと、リスク分担表において、私どもとして、ＰＦＩの趣旨にも合

致するのでしょうけれども、経済的かつ合理的手段としての保険で転嫁可能なリスクとい

いますのは、いわゆる保険の原則でございますけれども、発生頻度が低く、かつ損害額が

比較的大きくなる可能性があるもの、これを中心とした形で対応させていただいていると

いうことになろうかと思います。 

 続きまして、５～６ページをご覧いただきたいと思いますが、「ＰＦＩ事業契約におい

て付保を検討すべき保険の概観」ということで、ここに幾つか列挙してございます。 

 特にその中で、公共側が付保指定する保険というところで、○印をつけていますけれど

も、この辺のところが、ＰＦＩ事業の推進に当たって、長期かつ安定的なものとしてリス

クヘッジを考えていくべきところであろうという保険種目を提示してございます。 
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 一方、選定事業者をＳＰＣと表示し、管理者を公共と表示しておりますけれども、ＳＰ

Ｃ側でファイナンス上留意すべき保険ですとか、ファイナンサー側から要請される保険と

いうものも若干提示しております。公共側とは異なる視点であると思われますが、そうい

うところを整理しています。 

 ６ページにおいては、運営期間中の保険ということで、火災保険から始まりまして、企

業費用利益総合保険などの利益保険的なもの、これはファイナンサーとの関係で、一部留

意される保険等があるというところをご覧いただければと思います。 

 続きまして、７ページ以降で、具体的なプラクティスにおいて、むだな費用、時間を節

約するというような視点からも留意される方がよろしいのではないかと思うところを指摘

させていただきたいと思います。 

 まず、第１番目に、ファイナンス組成上の観点といたしまして、事業契約段階、入札説

明書段階において、被保険者を具体的な形で指定することが行われるケースがあるようで

すけれども、このところで若干混乱を生じるところがあろうかと思います。 

すなわち、公共やＳＰＣが発注する事業者、さらにその下請事業者を含めて、被保険者と

してくださいとなっていた場合に、いわゆる保険金請求権に対する質権設定上、被保険者

としての同意という問題がございます。そういうところで、手続的に混乱をきたすという

ところがあろうかと思います。 

 次に、保険契約者を指定するのは好ましくないということを書かせていただいているの

ですが、ファイナンサーとの融資契約上、期限の利益喪失事由の発生時において、地位譲

渡をするという予約を行うことがあるようでございます。その場合には、ＳＰＣを契約者

とするということが必然的に出てまいりますので、この辺のところで細かな指定が無用な

混乱をきたす可能性がございます。 

 それから、大きな２番目といたしまして、突き詰めれば留意すべきポイントはここにな

ろうかと思っておりますが、長期安定的な保険提供の観点でお考えいただく必要があろう

かと思います。 

 すなわち、特殊な保険を無理に指定することになりますと、長い事業期間にわたって、

保険の調達が困難になるというケースも考えられないことではありません。 

 また、一般的に国内で事業を行っている保険会社において、通常のプラクティスの中で

提供可能なものを主体としてお考えいただく必要があろうかと思います。 

 しかしながら、選定事業者側において、こういうリスクについてはある程度負担をして
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でも、リスクヘッジをしたいということになった場合には、その選定事業者側の裁量、コ

ストの負担感の中で、ご相談いただく必要が出てくるだろうと考えております。 

 以下に少し具体例を挙げておりますが、個別の契約の中でのプラクティスを、ある程度

重視していく必要があろうと思っております。 

 続きまして、８ページから 10 ページまでは履行保証保険、これは建設段階の履行保証保

険の現状の方式、それと問題点を指摘しているところです。これにつきましては、「契約

に関するガイドライン」においても一部指摘はされているところなので、少し敷衍したと

ころでございます。 

 方式としては、２つの方式が現状考えられております。１つは、公共とＳＰＣとのＰＦ

Ｉ事業契約を対象とした履行保証保険を付保する方式、それともう１つは、ＳＰＣと建設

業者との間の建設請負契約を対象とした履行保証保険、この２つの方式が考えられており

ます。 

 このうち、実用的なお話を申し上げますと、２つ目の方式が一般的な契約実務において

は実用的ではないかと考えております。 

 １の方式によりますと、一般的な建設会社と比較いたしまして実態がないＳＰＣでござ

いますので、ＳＰＣに対する資力を確保するために、スポンサー企業からの債務保証が必

要になってくるという問題がございます。 

 それが、９ページと 10ページに書かせていただいている部分でございまして、10 ページ

に書いてありますように、２つ目の方式で契約を行った上で、ＳＰＣの有している保険金

請求権に対する質権設定を受け、公共が質権者となるということで解決できるのではない

かということでございます。 

 それから、11 ページでございますが、こちらは一部散見されるところなので書かせてい

ただいたところでございますけれども、いわゆる建設請負契約についてです。建設請負契

約期間がＰＦＩの事業契約期間とずれるという問題があるわけですが、指定の中で、ＰＦ

Ｉ事業期間が始まったときから履行保証保険を付保するということが求められている場合

には、建設請負契約を対象とした履行保証保険では、実際に建設工事の請負契約の締結以

降になりますので、タイムラグが生じる。そういうことで、建設請負契約の締結時点にお

いて付保するという形で指定を行っていたただければ、よりスムーズになると思います。 

それともう１つ、一番下に書いてございますけれども、保証の選択の多様性を認めてい

ただいた方がよろしいのではないかということを指摘させていただいております。 
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 それから、最後でございますが、運営期間中の問題について若干お話をさせていただき

ます。 

 運営期間中の履行保証保険ということになりますと、長期のものということが当初問題

点として指摘されておりました。ここに書いてありますように、「契約に関するガイドラ

イン」の 120 ページにも出ているかと思いますが、基本的には１年契約の更改という形で

対応せざるを得ないという問題がございます。 

 特にＢＴＯ方式のＰＦＩにおいて、公共側に所有権の移転があった場合の保険の付保方

式についての若干の混乱が生じております。 

 公共側において、自らの財物に対するリスクヘッジということであれば、ここに書いて

ございますように通常は共済等に加入するということが一般的だと思います。例えば、選

定事業者側の過誤によって損害を及ぼしたといった場合には、基本的には公共から事業者

側に対する損害賠償請求が可能になるということですが、そこを、公共側が加入している

共済で填補する。共済は、その共済金支払いを根拠としてＳＰＣ等に対し、代位求償権を

行使することになります。 

 この求償権を不行使にするというやり方も、民間の保険事業においてはある程度一般的

なのですが、聞くところによりますと、共済側においてはなかなかその辺の対応がしにく

いということがございます。 

 そこで、賠償責任保険という構成をとって、民間側が共済からの求償に対応するという

ことは考えられるのですが、ここに書いてございますように、火災保険に比べますと、賠

償責任保険の填補限度額の低さという問題がございます。 

 従いまして、問題の１つの解決の手法といたしましては、14 ページに書いてございます

が、民間側が契約者となって公共側を被保険者とする第三者契約、火災保険を中心とした

財物保険を付保する、ということが考えられるのではないかと思っております。 

 以上、非常に短い時間での概要のご説明でございましたけれども、ＰＦＩのより一層の

推進というために、保険事業としてサポートできるところとしてはこういうところであろ

うと思っております。 

 以上です。 

○山内部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明を踏まえまして議論に移りたいと思います。ご意見、ご質

問のある方はご発言をお願いしたいと思いますが、いかがでございましょう。 
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 Ａ委員どうぞ。 

○Ａ委員 今日は、お忙しいところご説明を頂戴しまして、どうもありがとうございまし

た。 

 従来、経団連様にあられましてもＪＡＰＩＣ様にあられましても、いろいろ報告書を頂

戴しておりまして、いつも多大な関心をもって拝見させていただいております。 

 本日の説明も、私個人といたしましては共感を持つところが非常に多くございまして、

特に、公共アドバイザーをやっておって心する必要があるということは承知しております。

さはさりながら、私の観点からしたときにどのようにしようかなというところが少々あり

まして、それについて追加でご意見を伺いたいと思っております。 

 まず第１点は、法制度の改正についてでございます。私は弁護士ですから、例えば損害

賠償請求についてどうしましょうかということで、私個人の経験としましては、例えば 90

年代、アジアのＢＯＴ方式で外国で整備をする際に、当然ホスト国が債務不履行を起こし

た場合には、撤退するときの清算金をあらかじめ決めておいて撤退したいということを考

えておったのです。 

従って、そういう点では、ご示唆の点というのは私、非常によくわかるのですけれども、

なかなか日本の法制度においた場合には難しいことがある。それで、私がやっておったケ

ースでは、損害賠償請求の範囲というのは民法の 416 条の範囲だと考えております。この

場合、予見できた事実関係かどうかということが決め手になってくるものですから、こう

こうこういうような特別な事情があるよということは合意できる、それは確認できるので

す。従って、変な話ですけれども、それをベースにして話し合いをしてください。ただ、

地方自治体というのは任意に払うわけにはいきませんので、何らかの手続が必要ですよと、

こういう解決をとっておったのです。 

 これから推進するといった場合に、正面から、例えば地方自治法の改正を求めていくの

か、あるいは当座の間、その便法を少し考えてみるのかということもあろうかと思うので

す。法制度改正とした場合には、なかなか正面切ってやるのは難しいと思いますが、これ

をどうしましょうか、というのが１点目の質問です。 

 ２点目は、プラクティスについて改善すべしというご提言をたくさん頂戴しておるので

す。私の実感からするならば、私はすべてご指摘の点は全うだと思うのですけれども、問

題は、すぐガイドラインを改正してそれを書くのか、それよりも地方自治体であったり、

民間事業者さんであられたり、共通の認識をまず持つ必要があるのではないかという気も
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するのです。 

 従って、ガイドラインをまとめる前に、相当程度の議論があって、多くの人が共有して

いるというステップを持つために、何かやることがまずあるように私は感じるのですけれ

ども、実際いかがなものでしょうか、というのが２点目の質問です。 

 ３点目ですけれども、これはちょっと長い話になるのかもわかりません。ＰＦＩと言っ

た場合に、当然バリュー・フォー・マネーに着目します。何がポイントかというと、リス

クが移っているかどうか。リスクが移っているのは、当然ファイナンスであり、２つ目が

性能発注による仕様のリスクを移している。特に、ＪＡＰＩＣさんはプラントメーカーの

方が多くおいでになりますので、その仕様のリスクというのはよくご承知のことと思いま

す。３つ目が、マネジメントリスク。先ほど卯辰専門委員の説明の中にもありましたよう

に、プロファイルというか、こういう仕立てにしようとした場合には、コーポレートリス

クをヘッジする、マーケットでヘッジする仕組みが組み込まれている必要がある。従って、

個々の下請業者との契約というのが、内容的にも、金額的にも、当然リクイジットの高い

契約、譲渡できる契約である必要があるわけです。そういう観点で、ＰＦＩのプロジェク

トを見ていただきたいのです。 

 そうすると、大体二通りに大局して見ていただければわかるのです。１つが、俗に言わ

れる箱もの型、これは日本のゼネコンさんや設計事務所さんのレベルで見るならば、性能

発注といってもほとんどリスクは移っていないし、現在の仕様発注であったとしても、マ

ネジメントリスクというのはゼネコンさんは常に負っておられたわけですから、私の目か

ら見るならば、これはマージンが薄くて当然だと思います。そこの部分でいくと、そのリ

スクを公共側に寄せてみてくださいよということで、従来の公共工事の契約、標準約款と

同じベースでも、私はいいのではないかという気がするのです。 

 問題は、そうではないタイプの契約があって、私が一番力を入れておるのがたまたま病

院であったこともあるのですけれども、これは明らかにコンセプト・ドリブンになってく

るわけです。 

 経団連さんのご説明の中にもありました、何を公共が求めているのかをはっきりしなさ

い、これはものすごくよく分かるのです。でも、これは非常にコンセプト・ドリブンの案

件になるわけですから、相当早い段階でこれを固める必要がある。そうなって初めて、２

段階選抜が生きてくるはずなのです。 

 そうすると、当初出てくるのは、公共側が何を求めているか、それについて十分にわか
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る人が民間事業者の代表として努めてもらわないと困るということになってくるんです。 

 ですから、議論を立てていく上で、どっちを焦点に置いた議論なのかを明らかにしてい

ただかないと辛いなというところがあるのです。 

 有岡さんがおっしゃった中で、例えば株式の譲渡の自由。これは、箱ものであれば、私

は譲渡して構わないと思っているのです。でも、サービスプロバイダーが軸になった 20～

30 年の長期の事業であるならば、当然これはリスクがあるわけで、それはエクイティが、

ガバナンスの効いた事業体でないと、恐らく銀行さんとしては融資ができない。モラルハ

ザードをどうやって防ぐのかということになると思います。 

 これは二通りあって、一つは金融機関さんの方で見ていただく、それに公共がリライす

る、これもあるのですけれども、そうではない場合ですと、やはり譲渡制限をつけざるを

得ないという問題が出てくるのです。 

 これから、もしも推進するとするならば、いろいろな提言をなさってくださったときに、

少し対応をしたいというのは、何を前提にして、どういう事業を前提としてと議論をする

必要があるのではないかと思うのですが、そこについて、ご感想なりご示唆を頂戴できれ

ば幸いです。 

○ＪＡＰＩＣ 幾つかご意見がございまして、もちろん私の方も 56 項目すべてについて今

すぐ改善されるべきだというのではなくて、むしろそういった課題を一度全部テーブルの

上に乗せてみて、これからほかのご意見も参考にされると思いますから、最大公約数的に

すべてにかかわるものについては優先的にやろうとか、そういった１つのたたき台にして

いただき、我々自身もそれに加わっていきたいということが、今回の提言、意見具申の非

常に大きな目的でございます。 

 そういう意味で、ガイドラインの項目でこれを全部変えてくださいということが挙がっ

ておりますけれども、例えば今、Ａ先生が言われたように、損害賠償の契約等についての

地方自治法の改定まで書かなければいけないので現時点では難しいとすると、次善の策と

してこういうことがあるということを、例えば１つの委員会の見解として出していただい

て、当面はこれで、今の法制度内であると、こういう方法が幾つかの選択肢としてあると

いうことをどこかに記載をしていただいて、我々がそれを参考にできるような、場合によ

っては今までのところで公表されていることがたくさんあると思いますので、キーワード

でぽっと引くと、そういうものに行き当たれるような仕組みを委員会の方でつくっていた

だければ、あるいは推進室等でオーガナイズしていただければというのが１点であります。 
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 それから、今１つ、株式の譲渡の問題については、私も海外でたくさんやっておりまし

て、オーストラリアなどは、一般公開のもので、いわゆるバンドリングしたものだけでも

20 も 30 もあるような中で、いろいろな仕組みを今やっているわけでありますが、当然、つ

くったらすぐもう譲渡してもいいよとはなっていなくて、例えば５年間なら５年間様子を

見て、それが安定しているということが認められれば譲渡とか、そういう条件が当然つき

ますし、その間には現地の一流の保険会社が仲介に入って、彼らも一部リスクをとりなが

らやるというような仕組みができています。今の契約ですと、もうほとんど最後まで持っ

ていなさいと、特別な場合というのは、例えばその会社がつぶれて、どうしようもなくな

ったときに譲渡できるみたいな項目がほとんどであるということからしますと、やはりそ

れについても１つの議論が必要ではないかと思います。 

 あと、２段階選抜につきましても、まさに言われたとおりで、我々も、公共側がどうい

うことを最終的に、エンドユーザーなり、地域に求めているのかということを明確に出し

てもらわないと、それに応えるための民間の知恵というものが前面に出ませんし、最終的

には、お金だけで勝負をせざるを得ないような案件に結びつくということもあります。 

 そうした点について、当然、最終的には法的な問題の議論も必要かもしれませんが、今

特にできる範囲で、２段階選抜等についてもう少し突っ込んだ議論と見解を示していただ

ければというのが、私どもの当面のスタンスであります。 

○日本経団連 私見ということで聞いていただければと思うのですが、まずさっきのリス

クの点で、箱ものについてはリスクが今までどおりでいいのではないかという解釈をされ

ているのですが、実はこの点に関して、私どもも幾つかＰＦＩ事業を受注して進めている

中で、例えば中央合同庁舎７号館なども、公共側が求めるものと応募者側との間のすり合

わせを年中精力的にやっておりますが、いろいろな未確定なものを食い違いを合わせるよ

うかなり苦労しながら確定しているところです。性能発注的なものに対してどう提供、満

足していただけるかというのは、サービス面と同じような要素がございますのでやはり発

注といいますか、選定時期にもう少しはっきりしたものがあればなということがございま

す。ですから、病院などの事業運営も当然ですが、箱ものについてもそういう問題がある

のではないかなという認識をしております。 

 それから、株式の譲渡のところで、ガバナンスの効いたものでなければいけない、どう

いう事業を前提としておられるのかとおっしゃった中で、例えば、今民間でも再開発事業

等につきまして、保留床の処分などは、特定業務代行者として引き受けてやるケースがゼ



 29

ネコンなどは非常に多いわけですが、保留床をいつまでも持っているわけではなくて、最

近ですとＲＥＩＴへ、Ｊ－ＲＥＩＴへ出すとか、いろいろな出口戦略を考えながら進めて

いくということがございます。これは他の共同事業者との間で同じような問題がございま

して、やはり同意を得ながら、ガバナンスが効いている、その都度判断できる、相手の了

解を取ればそういうことができるのではないかなということで、ＰＦＩについても、例え

ば民間事業部分が譲渡したいといったときに、そういう条件をつけて納得するものであれ

ばいけるのではないかと思います。 

 今のままですと、ＰＦＩのＳＰＣしか持てないということが明文化されているので、い

わゆる持たざる経営と言いますか、いろいろなものをもっと活発にやっていこうというこ

とからすると、もう少しフレキシビリティーを持たせていただきたいということでござい

ます。 

 例えば、損害賠償請求について地方自治法の改正、法論議になりますと、多分その辺は、

今、ＰＦＩの話をいろいろなところで勉強させてもらっていますが、特に地方自治体に関

して言いますと、まだまだＰＦＩそのものに対する取り組み方というのも相当ばらつきが

あると思います。ＰＦＩって何だというレベルのところもありますし、実際にもうＰＦＩ

を進めている自治体もあるということで、これを一律にそろえて、地方自治法の改正まで

持っていくのは、先生がおっしゃるように大変なことだと思うので、何かそこできちんと

した対応ができないかなと思います。 

 私の方は以上ですが、Ｂさんの方からありますか。 

○山内部会長 どうぞ。 

○Ｂ専門委員 Ａ先生のお話の中で、ガイドラインの改正にストレートに行く前に官民の

対話というお話、まさにそのとおりだとは思うのですが、現実に今まで私もいろいろ、Ｊ

ＡＰＩＣあるいは経団連さんのお手伝いをしながら思っていますのは、例えば、今回出て

きている提言、あるいはいろいろなレポート等、民間側は比較的何らかのまとまった格好

でいろいろな意見を申し上げてきている。 

 一方、公共側というのは、国であっても各省庁が数の上では限定的な個別の対応であり、

ましてや自治体においては、 3,000 全部とは申しませんが、少なくともＰＦＩの対象にな

りそうな自治体が千幾つある中で、現実問題としてそういう包括的な対話をする場はない

のが現状だと思うのです。 

 そうすると、多分そこを何とかつないでいくのは、この委員会であったり、推進室とい



 30

うことになると思いますし、今回も含めて今までのいろいろな提言は言いっぱなしという

感じが、民間側としては非常に強くあったというのが現実だと思います。今までも、民間

の提言についていろいろ説明がございましたけれども、今回はさらに一歩進んで、現実の

プラクティスから出てきた問題点について、非常に詳細にわたった説明と、その理由も含

めて、提言されていますので、この辺をいかに公共側に反映させていくか、あるいはこの

委員会でのディスカッションの中に反映していくかということが、やはり我々の責務と思

っております。 

○Ｃ委員 幾つかあるのですが、今までのご意見もございますけれども、もう少し金融に

関して、今日せっかくご意見をいただきましたので、ちょっと質問をさせていただきたい

のでございますが、実際のＰＦＩの事業を進める中で、今多分問題になっているのであろ

うというのは、このいただいた資料の４ページのスケジュールがございますね、この中で

見ますと、最初のところの問題についてご指摘なされて、契約時、あるいは入札時ですね、

ここでＬＯＩだとか、あるいは確約書とか、そういう問題も当然あるのでございますが、

実際にプロジェクトの事業契約が成立した後で、現実にはＤＡの交渉が始まって、それで

一体どうなるのかと。 

 そうすると、もう枠がはめられた中でなかなか難しい問題を抱えて、公共側と銀行が交

渉していると、この辺でかなり長い期間がかかってしまって、そのこと自体が問題になっ

ているのではないだろうかと。 

 これは、今までいろいろなご指摘があったように、当初にかなりのものが明確になって

おれば、避けられる問題もあるのではないかと私なんかは考えるのですが、それについて

ご意見をお伺いしたいのが１点です。 

 ２点目は、ちょっと触れられていませんけれども、現行一番多いケースは、土地が公共

のものである、上ものはＳＰＣの名義で建てられると。この移転についてはいろいろ会計

上の問題もございますけれども、そういうような形態がほとんどのケースで、果たして担

保権というのは、普通に融資が行われる、民間の市場で行われているような形での担保権

の意味があるのかないのか。 

 それを改善してほしいと思われるのではないかと思いますけれども、なかなか逆に、法

律の改正なんかは難しいところがありますけれども、ＰＦＩを推進するためには、ファイ

ナンスをスムーズに進めなければならい。そのために、担保に関係するさまざまな条項も

改善する必要が出てくるのではないかと、そう思うのですが、銀行としてのご意見をお伺
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いしたい。 

 ３点目は、これはステップインの話がございまして、あるいは直接金融、あるいはリフ

ァイナンスとかいうようなところにかかわってくるのでございますけれども、最終的に破

綻するときのステップインなんかのところが明確でないというようなご指摘もあるわけで

ございますが、ステップインで銀行がかかわってくるというところまでは議論があります

し、ＤＡでいろいろな議論が出ているのだと思いますが、肝心なのはその解決をするとこ

ろなのだと思うんですね。この委員会でも、ステップアウトのところは余り議論が進んで

いないのだろうと。 

 その辺の、銀行としてのご要望もあるのだろうと思いますし、リスクの移転ということ

もありますけれども、明確であるという場合と明確でないという場合では、リスクが膨ら

んでしまうという問題があるわけですね。 

 そういったところの議論は、当然我々もしないといけないとは思っておるのでございま

すが、金融機関の立場で、その辺のところの必要性と、不明確な場合の悪影響といいます

か、その辺についてのご意見を承りたいと思います。 

 以上、３点ほどをお伺いしたいのですが。 

○川村専門委員 まず、入札プロセスへの参加時点の問題ですが、従来の事業ですと、Ａ

先生がおっしゃるように箱ものが多うございまして、現実問題としてさほど大きな支障が

出てきたとか、あるいはファイナンスがそもそも組成ができなかったというケースは、私

どもとしては経験しておりません。 

 ただ、おっしゃるとおり、病院のケースなどではかなり早い段階から参画いたしました

し、運営型と言われるものについては、当然その事業リスクを見るところが大きい。そこ

で、事業の骨子になるのが事業契約ということでございますので、当然、早ければ早いほ

どいいと思います。 

 入札段階の審査でファイナンスの部分をご評価いただくところがあるのですけれども、

そこについても公共としては、一体どのくらい事業が安定的に回るようなファイナンスの

安全装置がついているかどうかというのを見ていただくのがポイントであるとすれば、当

然早い方がよろしいと思います。 

 ただ、現状は、特に箱ものの場合はもうたくさんの方が入札されて、私ども金融機関と

しても、実務としては複数の入札者をサポートしなければならず、入札者側の情報統制の

問題もあって、最初から入り込むわけにもいかないという事情もございますが、早ければ
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早いほどいいのが理想でございます。 

 それから、担保の問題ですが、これはステップインライトとも関係あるのですけれども、

基本的には金融機関は、特にプロジェクトファイナンスの場合、海外でも国内でもそうで

すけれども、現実的には、破産して担保から回収するということを目指しているものでは

必ずしもございません。クリアーに担保権を設定させていただければ、融資している金融

機関の立場はより強くなりますけれども、金融機関がリスクを見る目からしますと、むし

ろどちらかというと事業としてキャッシュフローが回って返ってくることをまず第一に、

優先的に見ております。いわゆる破綻をしたときにどのくらい回収できるかというような

ところは、私見ですが、余りあてにしていないといったところが現場でやっている者の気

持ちとしてございます。 

 それから、ステップインについては、私どもとしましてもクリアーにいろいろな形で規

定していただいた方が、事業が破綻しつつある、あるいは破綻した事業を再生していく、

あるいは継続していくという考え方からすれば、ぜひ必要と思います。公的な事業を資産

処分して回収しようとしても、ほとんど返ってこないという形になってしまいますから、

むしろその事業、あるいは債務をリストラして、それで新しい運営者、適当な運営者がい

れば引っ張ってきて、事業としてたちいくように回していく、これが金融機関として回収

を最大化するやり方です。 

 今まさに金融再生、事業再生をやっているのと、基本的には同じ考えでございます。別

にステップインライトでやったからといって、公共のものを奪って金融機関として何かし

ようというわけではなくて、むしろ公共にとって、事業を再生していく上で、雑多ないろ

いろな債権者と話すのではなくて、金融機関と、お互いに知恵を出し合って、どうやって

パブリックサービスを提供するこのＰＦＩ事業を継続していくかというのを話すわけです

から、そういった意味で、ステップインライトは、はっきり規定していただいても、公共

の不利益には全くならないし、むしろ利益になるし、皆さんのためになるのではないかと

考えております。 

○山内部会長 Ｄ委員、どうぞ。 

○Ｄ委員 ありがとうございます。 

 非常に詳細なところに突っ込んで議論が進んでいる中で、ざっくりとした質問で申しわ

けないのですけれども、経団連、ＪＡＰＩＣ、両方から非常に詳細にわたる提案が出てい

ますが、これらの中で、個別的な項目、言うならばどういう連関関係にあるのか、どうい
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うフローがそこにあるのか。あるいは、こっちから手をつけなければこっちには進めない

といったような、そういったところについてどういう認識をお持ちであるか少し伺えれば

と思います。 

 本日伺っているところでは、かなりフラットなところで、幅広く詳細に問題提起をされ

ているわけですが、その中に自ずとある種のフローがあるのだと思いますので、その辺に

ついての感覚をちょっと伺えればなと思うのが第１点です。 

 それから、第２点は、今の川村さんからのプレゼンテーションに関わることですが、プ

ロジェクトファイナンスに関する参加金融機関の裾野拡大というところがありまして、シ

ンジケーションという話もありましたが、ＰＦＩは自治体絡みのものが圧倒的に多いとい

う中で、単純な質問ですけれども、地域金融機関が関わってくるという現状はどうで、実

態的に地場の金融機関が果たす役割はあるのか、ないのか、どういう方向に持っていくこ

とが望ましいのか、その辺についてどうお考えかということを少し伺えればと思います。 

○山内部会長 どうぞ、ＪＡＰＩＣの方から。 

○ＪＡＰＩＣ フローとの関係でございますが、フローには２つあって、１つは、説明資

料としてお渡ししたＡ３の１枚のマトリックスを見ていただいたらわかると思いますが、

１つは事業のプロセス、つまり、いわゆるＰＦＩであるかどうかという適用の段階からい

ろいろなことを議論して、契約をして、リスクを分担して、資金を調達するという意味の

事業の流れとしてのフローと、今１つは、法改正、基本方針、ガイドラインという大きな

ものから、詳細なものへと下りていくという流れが、この図でご理解いただけると思いま

す。 

 先ほどＡ先生から話があった損害賠償の契約なども、我々はガイドラインのところに書

いてありますけれども、本当は、先ほど言われたようにほかの法律の関係で地方自治法を

変えないといけないと言われたらならばそのとおりでございますが、そこまで我々は議論

をして、地方自治法を変えてもらうというのではなくて、我々等が持っている当面の問題

に対して、ではどうしたらいいかという議論をこの委員会でぜひお願いをしたいというの

が主でございます。 

 たしかに、言われるとおりこの要望の中にも、基本方針を受けないとガイドラインに行

かないと、ガイドラインでいきなり本筋など書くわけにいかないということもたくさんあ

ろうかと思いますので、その辺については我々もまた議論に参画させていただければ、詳

細に例示も挙げて提言したいと思いますのでよろしくお願いします。 
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○山内部会長 経団連、いかがですか。 

○日本経団連 フローについてということですが、ご質問の意味としては、どれが優先順

位かというような意味ととらえてよろしいですか。 

 そういうことですと、例えば事業運営について、サービスを主体としたところにもっと

移していきたいという精神的な要望と、法改正を伴うような、ディテールに入った要望が、

たしかに混在しているということで、そういうとらえ方の整理は正直、議論していないも

のですから、先生がおっしゃるように、少しそういう整理の仕方をしなければいけないと、

ご質問を受けて今考えていたのですが、どれが一番重要かというのは、実は経団連は非常

に委員も種々雑多という、私はゼネコンで、金融の方もおられますし、それぞれまた違う

と思うんですね。その中で、それぞれの意見を取りまとめて、共通の認識としてここに挙

げているということで、気持ちとしては、できることからやってほしいという感じです。 

 このほかに要望はたくさんありました。それを、こんなにいっぱい出してもというので、

かなり絞り込んで提言させていただいたととらえて、どれも重要であると考えておるので

すが、どれが重要かと言われると、そういう観点ではちょっと議論をしておりません。  

○Ｂ専門委員 整理の仕方として、たしかにＤ先生がおっしゃるとおりなのですが、ＰＦ

Ｉは、そもそも論がないと進まないところもあって、結局そういう精神論的なところを踏

まえながら産業団体としては議論をしています。具体的にはということでは、私は経団連、

ＪＡＰＩＣの両方に絡んでおりますけれども、今、小倉さんが言われたように、経団連と

してはある程度ピックアップをしてやっておるところです。 

 ＪＡＰＩＣの方は、量的にも非常に多いですが、実際は基盤は全く共通だと思いますし、

そういう意味では、どれが優先というのは、まさに今、小倉部会長がおっしゃったように、

つけがたいというのが現実だと思います。 

 ただ、こちら側に座って思うのは、やはりそういうところまできちっと認識しないと、

ＰＦＩは実務の世界に既に入っているという中で、日常ぶつかってきている問題点が、今

日は出てきているということですから、逆に下の方に、下と言うと変ですけれども、日常

的なことこそ非常に大変で、それを解決するためには、その上、基本的にはそもそも論に

戻っていくと、こんなようなことかなと思っています。余り答えになっていませんけれど

も。 

○日本経団連 今ちょっと、実際に活動している事務局の方からコメントがございまして、

今日お出ししている資料の最終ページに「ＰＦＩの推進に関する第三次提言（概要）」と
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いうのを、いわゆるフローチャート風にまとめてございますが、これを見ていただいて、

これがすべてであり、かなり分かりやすくまとめてあるので、ぜひこれを見ていただけま

せんかということです。 

○山内部会長 川村専門委員どうぞ。 

○川村専門委員 地方自治体が行うＰＦＩ事業、あるいは地域金融機関との関係というこ

とですが、まさにご指摘のとおりでございまして、現状を申しますと、地方自治体の行う

ＰＦＩ事業については、当然それぞれお取引のある地元の金融機関が極めて関心が高い。

加えて、民間側の事業者として、ユーティリティー、電力会社さんやガス会社さん等の企

業さんが地元の出資をされる、あるいは事業主体になられるというケースの場合ですと、

地方銀行さんは必ずそれに入りたいというニーズが非常に強い。大変ありがたい状況でご

ざいます。 

 その中で、やはりプロジェクトファイナンスやＰＦＩ事業融資に初めて取り組まれると

いう場合は、私ども、あるいは大手銀行には、親しい地方金融機関さんはそれぞれありま

すので、そちらの方を陰でサポートして、我々にとってもいわゆるシンジケートローンの

参加銀行、あるいは実体は、表でやっていなくても金融リスクを分散していく意味でお互

いにメリットがあるので、いろいろ陰に回ってご支援申し上げております。 

 例えば、どのようにドキュメンテーションをやるのかとか、キャッシュフローモデルを

つくるのかとか、その辺、幾つかの地方金融機関さんから私どもトレイニーを受け入れて

いますし、個別事業では、地方金融機関さんに全面に立って頂いて、私どもが裏でフィー

ベースで実際の作業を請け負ったり、融資についても、それほど規模が大きくないもので

あれば、地方金融機関さんがご自身でなさりたいというケースもかなり多いと思います。 

 それから、地銀協をはじめ様々な団体で、地方金融機関さん向けにセミナーなどがあり

まして、そういうところに、私どもから何人か講師が行って、２日間、３日間研修を行う

といった流れで、地方銀行さんはかなり意識が上がってきている。 

 これは、私どもにとっても大変ありがたいことです。特に地方の小規模のＰＦＩ事業で、

地方の業者さんが主体になってやられるケースですと、大手金融機関ですと事業者自身の

リスクが分からず、なかなか対応しきれない。そういうケースは、地方の金融機関さんの

方が地元業者さんをよくご存知ということで、ストラクチャリング、手づくりのやり方を

覚えていただければ、ファイナンスがよりつきやすくなりますので、今まさにそういった

形でまさに広げておる状況でございます。 
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○Ｅ専門委員 先ほどＢさんからお話があったことの関連ですが、こういうふうにご意見、

ご提言をいただいて、やはりこの事業推進委員会や部会の中では、何らかの形でレスポン

スをしていくべきではないかなと思っております。 

 前回もガイドラインがまとまった段階でいろいろご意見をいただいたわけなのですが、

あのときも、ワン・ツー・ワンで返事というのはなかなか難しいとは思うのですけれども、

どういう形の対応をとったのかというのは、委員会としても何らかの返事をしたらどうで

しょうかと私も申し上げたのですが、必ずしもそういう形にはなっていないと思っており

ます。 

 ですから、こういう形で公式にご発言いただいているわけですから、それに対してどう

いう見解なのかとか、どういうレベルなのかというのを、やはり明らかにしていくという

のが、推進委員会としては必要なのではないかと考えております。 

 あと１件、経団連さんにお聞きしたいのですが、経団連さんの提言書の最初のところで、

サービス提供を主眼とするＰＦＩ（施設の建設を伴わないもの）を明確にしろということ

でございますが、基本的には施設を伴うものも、サービス提供が中心とＰＦＩは考えてい

ると思うんですね。だから、これは表現が、まずひとつ気になったということがございま

す。 

 施設はあくまでも公共サービスを提供するための手段として整備するという位置づけで、

公共サービスをあくまでも提供するというのがＰＦＩの認識だと思いますので、この表現

は誤解を生む可能性があると、少し気になるのですが、それよりも、これが最初に出てき

ているわけなのですが、逆に、例えばインフラ案件に対して、経団連さんがコメントされ

なくて、運営だけの話を提言されているというのは、何か意味があるのでしょうか。ある

いは、インフラに対してのご検討はどれぐらいなされているのか、少しお聞きしたいと思

いました。 

○Ｂ専門委員 実は、いわゆるインフラはＰＦＩ事業の対象となる施設ということで、法

の中にきちっと入っているということもございまして、我々の中では、少なくともこの法

の枠組みの中でインフラができないというか、むしろそれがもともとはあったわけで、な

ぜかできないというのは、これはまた別の理由だとは思うのですが、そういう意味で、イ

ンフラのために改正ということでの議論がなかったということだと思います。 

○ＪＡＰＩＣ 失礼します。ちょっと戻って恐縮ですが、先ほどのＤ先生のご質問にもあ

ったところなのですが、優先順位みたいな話だと思うのですが、私ども民間実務者等でい
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ろいろこれについて議論しておりまして、１つは、契約書や条件規定書の早期提示という

大きな問題があって、これは金融機関側からも要請があったところでございますが、この

あたりが、早期提示しないと、まず、ＰＦＩ事業に参画していいのだかどうか分からない

というところがありまして、ここは文脈では一番最初に来る。あるいは、バリュー・フォ

ー・マネーの金額表示算出根拠を明確にすることによって、リスク分析ですとか金融面で

の交渉と言いますか、そういうところにもつながっていくのではないか、こういうところ

がございます。 

 あと、今、箱ものの話があったわけですが、現実は、箱ものと言われるタイプのＰＦＩ

が非常に多くなっている中で、インフラ、もっと大きな案件は出ないかという問題意識は

私どもは持っているわけですが、やはりそこについては、さまざまな日本の法制度の兼ね

合いもあると思います。できるだけ広く、ＰＦＩを検討していくという気持ちを持とうと

いう意味で、私どもはユニバーサルテスティング的なものを、何らかの形で、例えば地方

自治体等では、10 億円とか 20 億円という線を引いて検討をするという指針等を定めている

ところも増えておりまして、そのような仕組みを一般化させることはどうかということで、

少し入れてみたわけでございます。 

○Ｆ委員 ２点お尋ねしたいと思いますが、第１点は今のお話に出ていたことに関連して

いますが、サービス主体のものを対象にするようにということですが、最後のＪＡＰＩＣ

さんのご説明で、多分に精神論的な要素もあるように受け止めたのですが、現行法の仕組

みに落として考えた場合に、国の場合に、債務負担行為の特例があるとか、あるいは行政

財産の貸付が可能になるとか、そういう意味が出てくると思うのですが、地方公共団体に

即して言うと、債務負担行為については一般法レベルでの制約がないし、行政財産の貸付

に相当する部分は指定管理者の制度があって、ある意味でくり抜かれている。 

 そうすると、現行法に即して言うと、むしろ国の場合にメリット出てくるという理解で

よろしいのかどうかということが、第１点です。 

 第２点は、もう少し大きな問題ですが、これは日本経団連さんとＪＡＰＩＣさんにお尋

ねしたいのですが、法改正を実現しようとする場合に、先ほど来議論しているように、一

般法で改正する方法と、ＰＦＩ法の拡充という形で対処する方法とがあると思うんですね。 

 ところが、それは流動的ではあるのですが、そのどちらを目指すべきだというふうに、

基本的にはどちらを目指すべきだと。戦略的にどうかということは別として、基本的には

どちらを目指すべきだとお考えか、その点を教えていただければと思います。 
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 例えば２段階入札などについて、もし法制度的にきちんと対応するとすれば、ＰＦＩ法

に入れるという方法と、会計法や地方自治法の中に入れるという方法が当然あり得るわけ

ですが、そのどちらを理念的には目指しておられるのかということをお伺いしたい。 

○ＪＡＰＩＣ 後半の２つ目の件につきましては、ＰＦＩはいろいろな入札方式の中で、

例えば建設なら建設とか、設計なら設計で上げるとか、運営をどこかに委託するとか、段

階でぶち切りでやっているものから、そうではなくてライフサイクル全部やるという意味

では、少しこれまでの法体系とは違ってきます。それを一般法の中に入れてしまってやる

と、今まで、もちろんこれからもそういう、建設だけというようなのはもうなんぼでもあ

るわけですから、そういうものにも影響を与えるという意味では、やはりＰＦＩという新

しい１つの仕組みを前提にして、一般には違うのだけれどもそれに適応できるみたいな、

そういう１つの切り口がほしいと思います。 

 海外でもそういう例もありますし、あるプロジェクトに限って、特別法で、アクトみた

いなものをつくってその事業をやるような、それにはこういう法にはないものを適用しま

すよ、みたいなことをやるものもありますから、とりあえずはそれがもっと一般化するま

では、少なくとも現段階では、何らかの形で、ＰＦＩに限ってというものがあればと思っ

ています。 

○日本経団連 少し難しい質問かなと思ったのですが、基本的には、今お話があったよう

に、ＰＦＩというのは新しい方法でございますので、既存の法律を変えて対応できるかと

いうと、必ずしもそうではないのだろうと思うんですね。そうしますと、やはり新しい体

系を考えた方がいい。 

 ただ、ものによっては、既存のものを改定できるというものもあるのかもしれませんし、

それは、そのときのものによって対応をうまくできればいいのだろうと思いますが、やは

り新しいものを入れるのだというものであるとすれば、できればＰＦＩ法でやるのかなと

いう気がいたします。 

○ＪＡＰＩＣ １点目につきまして、私も詳細な制度その他を調べた上で申し上げられな

い状況で恐縮でございます。 

先ほどのユニバーサルテスティングみたいなやり方で、国の方にメリットがあるのでは

ないかという話でございますが、地方につきましても、いろいろな法制度上の措置が少な

いという事情もあるわけですが、課税ですとか補助金のいろいろな問題がありまして、恐

らくこういった問題が、地方における検討の中には出てくることもあるという気がしてお
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ります。 

 国の方も、そのようなことをもし考えられるのであれば、合築型のあの霞が関の大きい

のを最初にやりましたので、１つそういったようなものを出しながら、ＰＦＩ方式を広げ

ていくという意味で、１つ国がやったから地方もやっていくと、こういう動きも出てくる

のではないかと考えます。 

○山内部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、予定の時間となりましたので、この辺でヒアリングを終了させていただきま

す。 

 経団連、ＪＡＰＩＣ、川村専門委員、卯辰専門委員につきましては、説明をいただきま

してどうもありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局から、今後のスケジュールについてご説明があると思います。

よろしくお願いいたします。 

○事務局 まず、１つ目にご報告をさせていただきます。 

 第２回総合部会におきまして要請がございましたが、これを受けまして、２月 10 日にＰ

ＦＩ関係省庁連絡会議幹事会を開催いたしまして、各省に２つの調査を依頼してございま

す。 

 １つは、ＰＦＩの対象となる公共施設で、ＰＦＩ事業者が行い得る事業の範囲を明らか

にするというのが１点でございます。 

 また、２点目は、補助金のイコールフッティングに向けて、各省の措置がどこまで進め

られているかというフォローアップをさせていただくというのが、もう１点でございます。 

 これは、まとめて３月にご報告をさせていただくと同時に、一部の省庁については、ヒ

アリングの内容にもさせていただきたいと思います。 

 このほか、地方公共団体のアンケート調査、また、ホームページでの意見募集を行って

おります。これについても、２月中にまとめて、３月にご報告をさせていただきたいと思

います。 

 また、次回、第４回の総合部会についてでございますが、先日の第２回総合部会でもお

話がございましたとおり、委員、専門委員の皆様における意見発表や意見交換の場とさせ

ていただきたいと思います。 

 具体的な日程調整等につきましては、後日事務局よりご連絡申し上げます。よろしくお

願いいたします。 
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○山内部会長 よろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。それでは、本日は以上で閉会させていただきます。 


